
 

養育園入所者の状況について 

 

１．養育園の入所定員の変更について 

  第三者検証委員会の答申を踏まえ、養育園の入所定員数を変更するため、本年２月 

定例県議会において、次のとおり千葉県袖ケ浦福祉センターの設置及び管理に関する 

条例の一部改正を行った。 

 （現行）８０名 ⇒ （改正後）４０名 

 

 

２．袖ケ浦福祉センター入所者の状況等 

施設別 定員 

入所者数 

備 考（３０年度見込み） 

現在 
H30.4.1 
見込み数 

更生園 ９０名 ８０名 ８０名 H30秋までに5名が移行予定 

養育園 ４０名 ３５名 ３１名 H30夏までに2名が移行予定 

計 １３０名 １１５名 １１１名 
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